
 

CHIBA FUTSAL FUTURE LEAGUE 募集要項 

 

1. 大会名称 CHIBA FUTSAL FUTURE LEAGUE 

 （略称 Future League） 

2. 主 催 公益社団法人 千葉県サッカー協会 

3. 主 管 公益社団法人 千葉県サッカー協会フットサル委員会 

4. 協 力 千葉県フットサル連盟 

5. 協 賛 未定 

6. 募集期間 1 次募集：2022 年 4 月 18 日(月)〜2022 年 4 月 22 日(金) 

 対象：プレリーグ参加チーム 

 2 次募集：2022 年 4 月 25 日(月)〜2022 年 4 月 30 日(土) 

7. 開催期間 2022 年 4 月 23 日(土)〜2023 年 3 月(参加チームで検討する) 

           ※1 次募集応募チームより順次試合を開始する。 

8. 募集チーム数 最大 7 チーム 

9. 目 的 U-15 以下の選手の技術の習得と向上を目指す 

10. 会 場 県内体育館及び民間を含むフットサル施設 

11. 日 程 年間予定日程にて実施。 

12. 参加資格  

(１) 当該年度（公財）日本サッカー協会の加盟チーム登録が完了したチームであ



 

ること。 

(２) 15 歳以下で、チームと常に活動をしている選手で構成され、サッカー選手登録

もしくはフットサル個人登録を完了していること。 

ただし、中学 3 年生に在籍中の選手には、この年齢制限を適用しない。 

(３) 参加選手は、傷害保険（スポーツ安全保険等）に必ず加入していること。 

(４) チーム代表者は 20 歳以上の者で、当核チームを指導掌握し、責任を負うこと

のできるものであること。 

(５) 参加申し込みにより参加権を得たチームであること。(登録人数は 10 名以上と

し、同一クラブの参加は 1 チームまでとする。) 

(６) リーグの円滑な運営に協力できること。連絡先として PC のメールアドレスを持ち、

エクセル、ワードなどのデータを閲覧、編集できること。 

13. ユニフォーム 

(１) フィールドプレーヤー・ゴールキーパーとも 1 着準備・携行(ソックスについては、正

副 2 足必須)すること。正式リーグ参加時は正・副 2 着の異なる色彩のユニフ

ォームの用意が必須とされる。尚、詳細については『ユニフォーム規定』に準ずる。 

(２) 審判と同一または類似した色（黒または紺等）のユニフォームを用いないことが

望ましい。ゴールキーパーについても同様である。 

14. 競技規則・競技規定 

(１) 当核年度（公財）日本サッカー協会発行の『フットサル競技規則』及び決定



 

事項による。 

(２) 本リーグにおいて退場を命ぜられた選手は、次の公式戦１試合に出場できない。

それ以降の処置については本リーグ規律委員会において審議・決定する。 

(３) 本リーグ期間中に警告を３回受けた選手は、次のリーグ戦１試合に出場でき

ない。 

(４) 出場停止者及び退席者は、フィールド、ベンチなどに立ち入ることはできないも

のとする。また、観客席で試合を観戦することができるが、他の選手等への指示、

助言等を行うことはできないものとする。 

(５) 競技時間は 40 分(ハーフタイム 3 分)タイムアウトありのランニングタイムとする。 

(６) 試合球は、（公財）日本サッカー協会フットサル公認球を使用する。（主催

者が用意する。） 

(７) シューズは、各施設の規則に準じ、かつ主審が安全と認めたもののみ許

可する。スパイクシューズは使用できない。 

屋内施設の場合、靴底がゴムまたは類似の材質でできており、接地

面が飴色、白色もしくは無色透明のフットサルシューズ、または体

育館用シューズタイプのもの。（但し、ノンマーキング表示が確認でき

るものは使用可）。 

屋外施設の場合、トレーニングシューズも可とする。 

(８) レガース（すね当て）は、必ず着用すること。 



 

(９) ベンチに着席出来る人数は、試合前に提出したメンバー票に記載された交代

要員を含む２０名・役員５名の 2５名を上限とする。 

(１０) フィールドプレーヤーとしてプレーした競技者がゴールキーパーとしてプレーする場

合は、ゴールキーパーのユニフォームと同色・同デザインであることを基本とする。

また、事前に登録されたゴールキーパー及びフィールドプレーヤーのユニフォームの

中から選択し着用することもできる。但し、その試合で着用されるそれぞれのフィ

ールドプレーヤー及び相手ゴールキーパーの色と異なり、試合前のマッチコーディ

ネーションミーティングにおいて主審に承認された場合に限り着用を認められる。

なお、ケガや退場処分等の突発的な諸事情によりゴールキーパーが不在でかつ

準備が整っていない場合、主審の判断に一任する。 

15. 競技方法 

(１) 総当り戦を行う。 

(２) リーグの順位は、総勝点、得失点差、総得点、当該チーム同士の勝敗の順で

決 定 し 、 そ れ で も 決 し な い 場 合 は 、 抽 選 に よ り 順 位 を 決 定 す る 。 

勝ち＝３点、引き分け＝１点、負け＝０点、不戦敗＝－１点 

(３) 放棄試合が発生した場合は、勝点＝－１、得点＝０点、失点＝５点とする。

さらに連絡無しの不戦敗の場合は、その処置について本リーグ規律委員会にお

いて審議・決定する。 

(４) 時間に余裕のある場合、TR マッチを適宜行う。 



 

16. 登録費 

登録費  5,000 円 を試合当日に徴収する。 

 ※費用は、変更となる可能性があります。 

17. 参加費 

基本的に、参加費の一括徴収はしない。 

ただし、会場使用料及びその他経費を各チームにて負担（折半）するものとし、

試合毎に当日清算するものとする。 

※チームの事情で不参加となった場合でも、参加費は支払うこと。 

18. 審判 

原則、帯同審判にて行う。 

審判資格については、正式リーグ開始までに資格取得意思を有すること。 

(正式リーグ開始時には、JFA 公認フットサル 4 級以上の資格を有しているチー

ム帯同審判員が 2 名以上登録すること。) 

19. オフィシャル 

割り当てを行わず全てのチームが協力して行う事とする。 

(正式リーグ開始時には、日程発表時に割り当てられた、オフィシャル担当チー

ムで行う事とする。) 

20. その他 

(１) 大会登録票を提出してください。※選手・スタッフの人数の上限はありません。 



 

 

リーグ開始後の選手の追加･削除は、随時行えます。委員会担当役員まで追

加選手登録書に必要事項を記入し、提出すること。 

(２) 大会要項に反する事項、その他不都合な行為があった場合は、選手・役員ま

たはチームの処分を規律委員会に諮り決定する。 

(３) 本大会の試合に関する写真、ビデオ等に関する権利は全て（公社）千葉県

サッカー協会フットサル委員会に帰属する。また肖像権等の使用は、前記フット

サル委員会の事前承認を必要とする。 

(４) 各会場の使用に当たっては、会場ごとに決められているルールを厳守すること。

応援者についても同様とする。 

(５) ゴミなどについては各チームで責任を持って必ず持ち帰ること。 

(６) 試合中の怪我や事故・盗難等については、主催者側及び開催施設側は、一

切責任を負わないものとし、各チームにて対応するものとする。 

(７) その他、注意事項や施設使用上の注意については参加チームに別途連絡を

行う。 

(８) 本文に無い事項については、前記フットサル委員会により判断し処理する。 

(９) 万が一施設の一部を破損してしまった場合は、早急に委員会担当者へ報告

すること。また、その保障に関しては当事者の保険（スポーツ傷害保険）を利

用して対処するものとする。 



 

21. 申込方法 

参加申込書に必要事項を記入の上、件名に『千葉県 U-15FUTSAL FUTURE 

LEAGUE 申し込み+(チーム名)』と明記し、申込先にメールにて申込をして下さい。 

※受付後 7 営業日内に、連絡受理の返信を担当:萩野より E-Mail にて送付致します。 

申込先・問合せ 

千葉県サッカー協会フットサル委員会  萩野 千絵 

E-mail:   CFFL -Future League- u15chiba.futsal@gmail.com 

22. 当リーグは民間大会とは異なり、参加チームでリーグ運営を行う自主運営での開催とな

ります。 

F リーグ(日本フットサルリーグ)をはじめ JFA 傘下のオフィシャルリーグは全て自主運営

で行われています。 

本リーグも自主運営での開催となります。 

自主運営に協力できないチームに関しては、リーグ参加を一切お断りいたしております。

また、参加チームには、社会的な常識、規範、また義務と責任が生じます。学生、未

成年という事で特別扱いすることはありませんので、ご承知おきください。 

mailto:u15chiba.futsal@gmail.com

